
 

 

 

令和７年５月 

 

飯田市議会第１回臨時会議案 



        （５月12日提出分） 

報告第２号 専決処分の承認を求めることについて（飯田市税条例の一部を改正する条例の制
定について）

報告第３号 専決処分の承認を求めることについて（飯田市都市計画税条例の一部を改正する
条例の制定について）

報告第４号 専決処分の承認を求めることについて（飯田市国民健康保険税条例の一部を改正
する条例の制定について）

報告第５号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度飯田市一般会計補正予算（第
８号））

報告第６号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度飯田市国民健康保険特別会計
補正予算（第４号））

報告第７号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度飯田市地方卸売市場事業特別
会計補正予算（第１号））

報告第８号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度飯田市駐車場事業特別会計補
正予算（第２号））

報告第９号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度飯田市ケーブルテレビ放送事
業特別会計補正予算（第１号））

報告第10号 専決処分の報告について（損害賠償の額を定めることについて）

報告第11号 専決処分の報告について（損害賠償の額を定めることについて）

議案第63号 飯田市松尾地区財産区管理委員の選任について

議案第64号 飯田市駄科財産区管理委員の選任について
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報告第２号1 

 

報告第２号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、下記事項について専決処分

したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

令和７年５月12日報告 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

専決第３号 飯田市税条例の一部を改正する条例の制定について 



報告第２号2 

専決第３号 

 

飯田市税条例の一部を改正する条例の制定について 
 

飯田市税条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

 

令和７年３月31日専決 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

飯田市税条例の一部を改正する条例 
 

飯田市税条例（昭和32年飯田市条例第29号）の一部を次のように改正する。 

第36条の２第２項中「もの」を「者」に改め、同条第３項中「法第317条の６第１項」を「、

法第317条の６第１項」に、「、１月31日」を「１月31日」に、「場合においては」を「場合に

おいて」に改め、同条第４項中「申告書の」を「申告書を」に、「雑損控除額」を「、雑損控除

額」に、「又は法第313条第８項」を「、法第313条第８項」に、「施行規則第５号の５様式」を

「、施行規則第５号の５様式」に改め、同条第５項中「前年中」を「、前年中」に改め、同条第

８項中「市民税」を「、市民税」に改め、同条第９項中「市民税」を「、市民税」に、「３月15

日」を「、３月15日」に、「賦課期日現在」を「、賦課期日現在」に改め、同条第10項中「市民

税」を「、市民税」に、「、必要があると」を「必要があると」に、「当該該当することとなつ

た日から」を「、当該該当することとなつた日から」に、「その名称」を「、その名称」に、

「必要事項」を「必要な事項」に改める。 

第82条第１号アを次のように改める。 

ア 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの（ウ及び

オに掲げるものを除く。） 年額 2,000円 

第82条第１号イ中「又は」を「（ウに掲げるものを除く。）又は」に改め、同号エを同号オと

し、同号ウ中「又は」を「（ウに掲げるものを除く。）又は」に改め、同号ウを同号エとし、同

号イの次に次のように加える。 

ウ ２輪のもので、総排気量が0.125リットル以下かつ最高出力が4.0キロワット以下のもの 

年額 2,000円 

第82条第３号中「２輪小型自動車」を「２輪の小型自動車」に改める。 

第89条第２項第５号中「定格出力」の次に「（第82条第１号ウに掲げる原動機付自転車にあつ

ては、原動機の総排気量及び最高出力）」を加える。 

第90条第２項中「身体障害者又は」を「身体障害者若しくは」に、「を提示」を「又はこれら

の者の特定免許情報（同法第95条の２第２項に規定する特定免許情報をいう。次項において同

じ。）が記録された免許情報記録個人番号カード（同法第95条の２第４項に規定する免許情報記

録個人番号カードをいう。次項において同じ。）を提示」に改め、同項第５号中「の番号、交付

年月日及び」を「又は道路交通法第95条の２第２項第１号に規定する免許情報記録（以下この号

において「免許情報記録」という。）の番号、運転免許の年月日、運転免許証又は免許情報記録

の」に、「および」を「及び」に改め、同条中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２



報告第２号3 

 

 

項の次に次の１項を加える。 

３ 前項の場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免許情報記録個

人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。 

附則第10条の２第17項中「附則第15条第37項」を「附則第15条第36項」に改め、同条第18項中

「附則第15条第38項」を「附則第15条第37項」に改め、同条第19項中「附則第15条第41項」を

「附則第15条第40項」に改め、同条第20項中「附則第15条第42項」を「附則第15条第41項」に改

める。 

附則第10条の３中第14項を第15項とし、第13項を第14項とし、第12項の次に次の１項を加える。 

13 市長は、法附則第15条の９の３第１項に規定する特定マンションに係る区分所有に係る家屋

については、前項の申告書の提出がなかつた場合においても、マンションの管理の適正化の推

進に関する法律（平成12年法律第149号）第５条の２第１項に規定する管理組合の管理者等か

ら法附則第15条の９の３第２項に規定する期間内に施行規則附則第７条第17項各号に掲げる書

類の提出がされ、かつ、当該特定マンションが法附則第15条の９の３第１項に規定する要件に

該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条第１項の規定を適用することが

できる。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の飯田市税条例（以下「新条例」という。）の規定中固定資産税

に関する部分は、令和７年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和６年度分までの

固定資産税については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例第82条（第１号に係る部分に限る。）の規定は、令和７年度以後の年度分の軽自

動車税の種別割について適用し、令和６年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従

前の例による。 





報告第３号1 

 

報告第３号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、下記事項について専決処分

したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

令和７年５月12日報告 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

専決第４号 飯田市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 



報告第３号2 

専決第４号 

 

飯田市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 
 

飯田市都市計画税条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

 

令和７年３月31日専決 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

飯田市都市計画税条例の一部を改正する条例 
 

飯田市都市計画税条例（昭和32年飯田市条例第30号）の一部を次のように改正する。 

附則第４項（見出しを含む。）中「附則第15条第37項」を「附則第15条第36項」に改める。 

附則第５項（見出しを含む。）中「附則第15条第38項」を「附則第15条第37項」に改める。 

附則第６項（見出しを含む。）中「附則第15条第42項」を「附則第15条第41項」に改める。 

附則第17項中「第34項まで、第37項、第38項、第42項若しくは第45項」を「第33項まで、第36

項、第37項、第41項若しくは第44項」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の飯田市都市計画税条例の規定は、令和７年度以後の年度分の都市計

画税について適用し、令和６年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 



報告第４号1 

 

報告第４号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、下記事項について専決処分

したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

令和７年５月12日報告 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

専決第５号 飯田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 



報告第４号2 

専決第５号 

 

飯田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 
 

飯田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

 

令和７年３月31日専決 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

飯田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 
 

飯田市国民健康保険税条例（昭和32年飯田市条例第40号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項ただし書中「65万円」を「66万円」に改め、同条第３項ただし書中「24万円」を

「26万円」に改める。 

第23条第１項中「65万円」を「66万円」に、「24万円」を「26万円」に改め、同項第２号中

「29万５千円」を「30万５千円」に改め、同項第３号中「54万５千円」を「56万円」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の飯田市国民健康保険税条例の規定は、令和７年度以後の年度分の国

民健康保険税について適用し、令和６年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例

による。 

 



報告第５号1 

 

報告第５号 

 

専決処分の承認を求めることについて 
 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、下記事項について専決処分

したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

令和７年５月12日報告 

 

飯田市長 佐 藤  健 
 

記 

 

専決第６号 令和６年度飯田市一般会計補正予算（第８号） 
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報告第６号1 

 

報告第６号 

 

専決処分の承認を求めることについて 
 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、下記事項について専決処分

したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

令和７年５月12日報告 

 

飯田市長 佐 藤  健 
 

記 

 

専決第７号 令和６年度飯田市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 





専決第７号 

 

令和６年度飯田市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 

 

  令和６年度飯田市の国民健康保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 

 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条  事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ124,492千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ8,571,415千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額  

は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。 

 

 

      令和７年３月31日専決 

 

 

飯田市長  佐 藤 健 

 

国保補1



国保補2



国保補3



国保補4



国保補5



国保補6



国保補7



国保補8



国保補9



国保補10



国保補11



国保補12



国保補13





報告第７号1 

 

報告第７号 

 

専決処分の承認を求めることについて 
 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、下記事項について専決処分

したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

令和７年５月12日報告 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

専決第８号 令和６年度飯田市地方卸売市場事業特別会計補正予算（第１号） 





専決第８号 

 

令和６年度飯田市地方卸売市場事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 

  令和６年度飯田市の地方卸売市場事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ18,801千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。 

 

 

      令和７年３月31日専決 

 

                                                 飯田市長  佐 藤 健    

 

市場補1



2 財産収入 62 1 63

1 財産運用収入 62 1 63

歳　　入　　合　　計 18,800 1 18,801

第１表　歳入歳出予算補正

(単位：千円)歳　入

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

市場補2



2 財産収入 62 1 63

1 財産運用収入 62 1 63

歳　　入　　合　　計 18,800 1 18,801

第１表　歳入歳出予算補正

(単位：千円)歳　入

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

市場補3



2 諸支出金 1,062 1 1,063

1 積立金 1,062 1 1,063

歳　　出　　合　　計 18,800 1 18,801

(単位：千円)歳　出

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

市場補4



2 諸支出金 1,062 1 1,063

1 積立金 1,062 1 1,063

歳　　出　　合　　計 18,800 1 18,801

(単位：千円)歳　出

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

市場補5



歳入歳出補正予算事項別明細書
１　総　括
(歳入) (単位：千円)

款 補正前の額 補　正　額 計

2 財産収入 62 1 63

歳　　入　　合　　計 18,800 1 18,801

市場補6



歳入歳出補正予算事項別明細書
１　総　括
(歳入) (単位：千円)

款 補正前の額 補　正　額 計

2 財産収入 62 1 63

歳　　入　　合　　計 18,800 1 18,801

市場補7



(単位：千円)(歳出)

補　　　　　正　　　　　額　　　　　の　　　　　財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

款 補正前の額 補　正　額 計 特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
一般財源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

2 諸支出金 1,062 1 1,063 1 0

歳　　出　　合　　計 18,800 1 18,801 1 0

市場補8



(単位：千円)(歳出)

補　　　　　正　　　　　額　　　　　の　　　　　財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

款 補正前の額 補　正　額 計 特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
一般財源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

2 諸支出金 1,062 1 1,063 1 0

歳　　出　　合　　計 18,800 1 18,801 1 0

市場補9



(単位：千円)

節
款　　　項　　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　 説　　　　　　　明

区　　　　　分 金　　額

 2 財産収入 62 1 63

 1 財産運用収入 62 1 63

 1 基金運用収入 62 1 63  1 基金利子 1 地方卸売市場事業基金利子 1

歳　　入　　合　　計 18,800 1 18,801

２　歳　入

（款）  2 財産収入
（項）  1 財産運用収入

市場補10



(単位：千円)

節
款　　　項　　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　 説　　　　　　　明

区　　　　　分 金　　額

 2 財産収入 62 1 63

 1 財産運用収入 62 1 63

 1 基金運用収入 62 1 63  1 基金利子 1 地方卸売市場事業基金利子 1

歳　　入　　合　　計 18,800 1 18,801

２　歳　入

（款）  2 財産収入
（項）  1 財産運用収入

市場補11



(単位：千円)

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

一般財源 区　　分 金　　額
款　　項　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

 2 諸支出金 1,062 1 1,063 1 0

 1 積立金 1,062 1 1,063 1 0

 1 積立金 1,062 1 1,063 1 0

24 積立金 1
10地方卸売市場事業基金積立金 1
　01地方卸売市場事業基金積立金 11 0

(財)地方卸売市場事業基 1
    金利子

  24 積立金 1
　　　 基金利子積立金 1

歳　出　合　計 18,800 1 18,801 1 0

３　歳　出

（款）  2 諸支出金
（項）  1 積立金

市場補12



(単位：千円)

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

一般財源 区　　分 金　　額
款　　項　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

 2 諸支出金 1,062 1 1,063 1 0

 1 積立金 1,062 1 1,063 1 0

 1 積立金 1,062 1 1,063 1 0

24 積立金 1
10地方卸売市場事業基金積立金 1
　01地方卸売市場事業基金積立金 11 0

(財)地方卸売市場事業基 1
    金利子

  24 積立金 1
　　　 基金利子積立金 1

歳　出　合　計 18,800 1 18,801 1 0

３　歳　出

（款）  2 諸支出金
（項）  1 積立金

市場補13





報告第８号1 

 

報告第８号 

 

専決処分の承認を求めることについて 
 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、下記事項について専決処分

したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

令和７年５月12日報告 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

専決第９号 令和６年度飯田市駐車場事業特別会計補正予算（第２号） 





専決第９号 

 

令和６年度飯田市駐車場事業特別会計補正予算（第２号） 

 

 

  令和６年度飯田市の駐車場事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ53,696千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  

令和７年３月31日専決 

 

                                                 飯田市長  佐 藤 健     

 

駐車補1



2 財産収入 451 7 458

1 財産運用収入 451 7 458

歳　　入　　合　　計 53,689 7 53,696

第１表　歳入歳出予算補正

(単位：千円)歳　入

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

駐車補2



2 財産収入 451 7 458

1 財産運用収入 451 7 458

歳　　入　　合　　計 53,689 7 53,696

第１表　歳入歳出予算補正

(単位：千円)歳　入

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

駐車補3



3 諸支出金 451 7 458

1 積立金 451 7 458

歳　　出　　合　　計 53,689 7 53,696

(単位：千円)歳　出

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

駐車補4



3 諸支出金 451 7 458

1 積立金 451 7 458

歳　　出　　合　　計 53,689 7 53,696

(単位：千円)歳　出

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

駐車補5



歳入歳出補正予算事項別明細書
１　総　括
(歳入) (単位：千円)

款 補正前の額 補　正　額 計

2 財産収入 451 7 458

歳　　入　　合　　計 53,689 7 53,696

駐車補6



歳入歳出補正予算事項別明細書
１　総　括
(歳入) (単位：千円)

款 補正前の額 補　正　額 計

2 財産収入 451 7 458

歳　　入　　合　　計 53,689 7 53,696

駐車補7



(単位：千円)(歳出)

補　　　　　正　　　　　額　　　　　の　　　　　財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

款 補正前の額 補　正　額 計 特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
一般財源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

3 諸支出金 451 7 458 7 0

歳　　出　　合　　計 53,689 7 53,696 7 0

駐車補8



(単位：千円)(歳出)

補　　　　　正　　　　　額　　　　　の　　　　　財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

款 補正前の額 補　正　額 計 特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
一般財源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

3 諸支出金 451 7 458 7 0

歳　　出　　合　　計 53,689 7 53,696 7 0

駐車補9



(単位：千円)

節
款　　　項　　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　 説　　　　　　　明

区　　　　　分 金　　額

 2 財産収入 451 7 458

 1 財産運用収入 451 7 458

 1 基金運用収入 451 7 458  1 基金利子 7 駐車場事業基金利子 7

歳　　入　　合　　計 53,689 7 53,696

２　歳　入

（款）  2 財産収入
（項）  1 財産運用収入

駐車補10



(単位：千円)

節
款　　　項　　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　 説　　　　　　　明

区　　　　　分 金　　額

 2 財産収入 451 7 458

 1 財産運用収入 451 7 458

 1 基金運用収入 451 7 458  1 基金利子 7 駐車場事業基金利子 7

歳　　入　　合　　計 53,689 7 53,696

２　歳　入

（款）  2 財産収入
（項）  1 財産運用収入

駐車補11



(単位：千円)

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

一般財源 区　　分 金　　額
款　　項　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

 3 諸支出金 451 7 458 7 0

 1 積立金 451 7 458 7 0

 1 積立金 451 7 458 7 0

24 積立金 7
10駐車場事業基金積立金 7
　01駐車場事業基金積立金 77 0

(財)駐車場事業基金利子 7   24 積立金 7
　　　 基金利子積立金 7

歳　出　合　計 53,689 7 53,696 7 0

３　歳　出

（款）  3 諸支出金
（項）  1 積立金

駐車補12



(単位：千円)

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

一般財源 区　　分 金　　額
款　　項　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

 3 諸支出金 451 7 458 7 0

 1 積立金 451 7 458 7 0

 1 積立金 451 7 458 7 0

24 積立金 7
10駐車場事業基金積立金 7
　01駐車場事業基金積立金 77 0

(財)駐車場事業基金利子 7   24 積立金 7
　　　 基金利子積立金 7

歳　出　合　計 53,689 7 53,696 7 0

３　歳　出

（款）  3 諸支出金
（項）  1 積立金

駐車補13





報告第９号1 

 

報告第９号 

 

専決処分の承認を求めることについて 
 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、下記事項について専決処分

したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

令和７年５月12日報告 

 

飯田市長 佐 藤  健 
 

記 

 

専決第10号 令和６年度飯田市ケーブルテレビ放送事業特別会計補正予算（第１号） 





専決第10号 

 

令和６年度飯田市ケーブルテレビ放送事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 

  令和６年度飯田市のケーブルテレビ放送事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

 

 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ45,000千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ100,500千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。 

 

 

      令和７年３月31日専決 

 

                                                 飯田市長  佐 藤 健    

 

ケテ補1



4 繰入金 121,819 △45,000 76,819

1 繰入金 114,413 △45,000 69,413

歳　　入　　合　　計 145,500 △45,000 100,500

第１表　歳入歳出予算補正

(単位：千円)歳　入

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

ケテ補2



4 繰入金 121,819 △45,000 76,819

1 繰入金 114,413 △45,000 69,413

歳　　入　　合　　計 145,500 △45,000 100,500

第１表　歳入歳出予算補正

(単位：千円)歳　入

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

ケテ補3



1 施設維持管理費 145,301 △45,000 100,301

1 ケーブルテレビ施設維持管理費 145,301 △45,000 100,301

歳　　出　　合　　計 145,500 △45,000 100,500

(単位：千円)歳　出

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

ケテ補4



1 施設維持管理費 145,301 △45,000 100,301

1 ケーブルテレビ施設維持管理費 145,301 △45,000 100,301

歳　　出　　合　　計 145,500 △45,000 100,500

(単位：千円)歳　出

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

ケテ補5



歳入歳出補正予算事項別明細書
１　総　括
(歳入) (単位：千円)

款 補正前の額 補　正　額 計

4 繰入金 121,819 △45,000 76,819

歳　　入　　合　　計 145,500 △45,000 100,500

ケテ補6



歳入歳出補正予算事項別明細書
１　総　括
(歳入) (単位：千円)

款 補正前の額 補　正　額 計

4 繰入金 121,819 △45,000 76,819

歳　　入　　合　　計 145,500 △45,000 100,500

ケテ補7



(単位：千円)(歳出)

補　　　　　正　　　　　額　　　　　の　　　　　財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

款 補正前の額 補　正　額 計 特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
一般財源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 施設維持管理費 145,301 △45,000 100,301 △45,000

歳　　出　　合　　計 145,500 △45,000 100,500 △45,000

ケテ補8



(単位：千円)(歳出)

補　　　　　正　　　　　額　　　　　の　　　　　財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

款 補正前の額 補　正　額 計 特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
一般財源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1 施設維持管理費 145,301 △45,000 100,301 △45,000

歳　　出　　合　　計 145,500 △45,000 100,500 △45,000

ケテ補9



(単位：千円)

節
款　　　項　　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　 説　　　　　　　明

区　　　　　分 金　　額

 4 繰入金 121,819 △45,000 76,819

 1 繰入金 114,413 △45,000 69,413

 1 繰入金 114,413 △45,000 69,413  1 一般会計繰入金 △45,000 一般会計繰入金 △45,000

歳　　入　　合　　計 145,500 △45,000 100,500

２　歳　入

（款）  4 繰入金
（項）  1 繰入金

ケテ補10



(単位：千円)

節
款　　　項　　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　 説　　　　　　　明

区　　　　　分 金　　額

 4 繰入金 121,819 △45,000 76,819

 1 繰入金 114,413 △45,000 69,413

 1 繰入金 114,413 △45,000 69,413  1 一般会計繰入金 △45,000 一般会計繰入金 △45,000

歳　　入　　合　　計 145,500 △45,000 100,500

２　歳　入

（款）  4 繰入金
（項）  1 繰入金

ケテ補11



(単位：千円)

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

一般財源 区　　分 金　　額
款　　項　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

 1 施設維持管理費 145,301 △45,000 100,301 △45,000

 1 ケーブルテレビ施設 145,301 △45,000 100,301 △45,000
維持管理費

 1 ケーブルテレビ施 145,301 △45,000 100,301 △45,000
設維持管理費

18 負担金補助及び交 △45,000
付金

11遠山郷ケーブルテレビ維持管理費 △45,000
　01遠山郷ケーブルテレビ維持管理費 △45,000△45,000
  18 負担金補助及び交付金 △45,000
　　　 光回線等整備事業負担金 △45,000

歳　出　合　計 145,500 △45,000 100,500 △45,000

３　歳　出

（款）  1 施設維持管理費
（項）  1 ケーブルテレビ施設維持管理費

ケテ補12



(単位：千円)

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

一般財源 区　　分 金　　額
款　　項　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

 1 施設維持管理費 145,301 △45,000 100,301 △45,000

 1 ケーブルテレビ施設 145,301 △45,000 100,301 △45,000
維持管理費

 1 ケーブルテレビ施 145,301 △45,000 100,301 △45,000
設維持管理費

18 負担金補助及び交 △45,000
付金

11遠山郷ケーブルテレビ維持管理費 △45,000
　01遠山郷ケーブルテレビ維持管理費 △45,000△45,000
  18 負担金補助及び交付金 △45,000
　　　 光回線等整備事業負担金 △45,000

歳　出　合　計 145,500 △45,000 100,500 △45,000

３　歳　出

（款）  1 施設維持管理費
（項）  1 ケーブルテレビ施設維持管理費

ケテ補13





報告第10号1 

 

報告第10号 

 

専決処分の報告について 
 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、議会において指定されてい

る下記事項について専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

令和７年５月12日報告 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

専決第２号 損害賠償の額を定めることについて

 



報告第10号2 

 

専決第２号 

 

損害賠償の額を定めることについて 
 

下記のとおり道路管理の瑕疵
か し

による損害を賠償する。 

 

令和７年３月21日専決 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

１ 相手方 飯田市内所在企業 

 

２ 事故の概要 

令和７年３月３日午前９時30分頃、飯田市南信濃木沢593番１付近の市道南信濃132号線にお

いて、当該市道脇の斜面からの落石が走行していた相手方の軽貨物自動車に接触し、当該車両

の前部を破損する損害を与えた。 

 

３ 損害賠償額 154,000円 

 



報告第11号1 

 

報告第11号 

 

専決処分の報告について 
 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、議会において指定されてい

る下記事項について専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

令和７年５月12日報告 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

専決第１号 損害賠償の額を定めることについて 



報告第11号2 

 

専決第１号 

 

損害賠償の額を定めることについて 
 

下記のとおり学校施設維持に係る事故による損害を賠償する。 

 

令和７年３月14日専決 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

１ 相手方 飯田市内在住者 

 

２ 事故の概要 

令和７年２月11日午後１時頃、飯田市鼎中平2472番地の飯田市立鼎小学校の体育館において、

床から突起していたささくれが、相手方の子の下半身に刺さり、負傷する損害を与えた。 

 

３ 損害賠償額 600円 



議案第63号1 

 

議案第63号 

 

飯田市松尾地区財産区管理委員の選任について 
 

下記の者を、飯田市松尾地区財産区管理委員に選任したいから、飯田市松尾地区財産区管理会

条例（昭和59年飯田市条例第80号）第３条の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和７年５月12日提出 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

飯田市内在住 平澤 勇治 

 

飯田市内在住 恩田 嘉博 

 



 

 

 



議案第64号1 

 

議案第64号 

 

飯田市駄科財産区管理委員の選任について 
 

下記の者を、飯田市駄科財産区管理委員に選任したいから、飯田市駄科財産区管理会条例（昭

和36年飯田市条例第７号）第３条の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和７年５月12日提出 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

飯田市内在住 久保田 明良 

 

飯田市内在住 岩崎 文公 

 

飯田市内在住 中島 茂 

 

飯田市内在住 川手 鎮司 

 

飯田市内在住 塩澤 忍 

 

飯田市内在住 中川 伊佐樹 

 

飯田市内在住 村澤 永利 
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